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午後２時 ００分  開会  

【青木計 画課長】  定刻 でござ いま すので、 ただいま から府 中市

都市計画 審議会を 開催し ていた だき たいと存 じます。  

 開会に 先立ちま して、 都市整 備部 長の秋山 よりごあ いさつ 申し

あげます 。  

【秋山都 市整備部 長】  委員の 皆様 、こんに ちは。  

 本日は 、お忙し い中、 ご出席 をい ただきま して、ま ことに あり

がとうご ざいます 。  

 本日、 ご審議い ただき ます案 件は 、第１号 議案とし て府中 都市

計画生産 緑地地区 の変更 、第２ 号議 案として 、府中都 市計画 公園

第２・２ ・１６号 西原町 公園の 変更 の２件で ございま す。  

 よろし くご審議 賜りま すよう お願 い申しあ げまして 、ごあ いさ

つとさせ ていただ きます 。どう ぞよ ろしくお 願いいた します 。  

【青木計 画課長 】 そ れでは 、会長 、よろしく お願いい たしま す。  

【議長】  日ごろ より何 かとお 世話 になって おります 。  

 １名、 傍聴者の 方が見 えてお りま すので、 入ってい ただい てお

ります。  

 それで は座らせ ていた だきま す。  

 まず、 出欠状況 でござ います が、 委員の方 々で○○ 委員、 ○○

委員、○ ○委員、 ○○委 員の４ 名の 方が、業 務のため 欠席と いう

連絡をい ただいて おりま す。会 議の 開催の可 否でござ います が、

定足数に 達してお ります ので、 有効 に成立い たします 。この まま

進めてま いりたい と思い ます。  

 それで は、本日 の会議 の議事 録の 署名につ きまして 決めた いと

思います 。府中市 都市計 画審議 会運 営規則第 １３条第 ２項に 、議
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事録には 議長及び 議長が 指名す る委 員が署名 するもの とする と規

定されて おります ので、 私の方 から 指名させ ていただ いてよ ろし

いでしょ うか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  それで は、議 席番号 １１ 番の○○ 委員、議 席番号 １２

番の○○ 委員、よ ろしく お願い いた します。  

 それで は、早速 、議事 に入り たい と思いま す。  

 第１号 議案、府 中都市 計画生 産緑 地地区の 変更を議 題とい たし

ますので 、議案の 説明を よろし くお 願いしま す。  

【古川公 園緑地課 課長補 佐】  それ では、た だいま議 題とな りま

した府中 都市計画 生産緑 地地区 の変 更につき ましてご 説明い たし

ます。  

 本件は 、生産緑 地の機 能を維 持す ることが 困難とな った生 産緑

地地区の 一部を廃 止する もの、 及び 市街化区 域内にお いて適 正に

管理され ている農 地等に ついて 、生 産緑地地 区の指定 を行う もの

でござい ます。  

 なお、 本件は府 中市が 決定す る都 市計画で ございま す。  

 それで は、第１ 号議案 、資料 の１ ページを お開きく ださい 。第

１の「種 類及び面 積」で ござい ます が、変更 後の生産 緑地地 区の

面積は、 約１０７ ．４９ ヘクタ ール でござい ます。  

 第２の 「削除の みを行 う位置 及び 区域」で ございま すが、 削除

となりま すのが９ 件、削 除する 面積 は、約９ ，９９０ 平方メ ート

ルでござ います。  

 削除の 理由とい たしま して、公 共 施設等の 用地とし ての買 取り、

又は行為 制限の解 除によ り、生 産緑 地の機能 を維持す ること が困
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難となっ た生産緑 地地区 の一部 を廃 止するも のでござ います 。  

 ２ペー ジをお開 きくだ さい。 第３ の「追加 のみを行 う位置 及び

区域」で ございま すが、 追加と なり ますのが ６件、追 加する 面積

は、約７ ，３００ 平方メ ートル でご ざいます 。  

 追加の 理由とい たしま して、 農業 との調整 を図り、 良好な 都市

環境の形 成に資す るため 、市街 化区 域内にお いて適正 に管理 され

ている農 地等を指 定する もので ござ います。  

 なお、 追加指定 に当た りまし ては 、農業委 員会より 、本年 ８月

３１日付 で、生産 緑地と して適 正で あるとの 了承の回 答をい ただ

いており ます。  

 ３ペー ジをお開 きくだ さい。 新旧 対照表で ございま すが、 削除

及び追加 する地区 の面積 と位置 につ きまして 、変更前 と変更 後を

一覧表に まとめた もので ござい ます 。  

 下段の 「変更概 要」で ござい ます が、１の 「位置の 変更」 につ

きまして は、新旧 対照表 のとお りで ございま す。２の 「区域 の変

更」につ きまして は、計 画図に より 後ほどご 説明いた します 。３

の「面積 の変更」 につき まして は、 地区数が ４７２件 から４ ７４

件となり 、２件の 増とな ります 。ま た、府中 市全体の 生産緑 地地

区の面積 は、約１ ０７． ７７ヘ クタ ールから 約１０７ ．４９ ヘク

タールと なり、約 ０．２ ８ヘク ター ルの減と なります 。  

 な お 、 本 件 の 都 市 計 画 変 更 案 に つ き ま し て は 、 都 市 計 画 法 第   

１９条の 規定に基 づき、 本年９ 月２ ４日付で 東京都知 事の同 意を

得ており ます。  

 また、 都市計画 法第１ ７条の 規定 に基づき 、本年１ ０月２ １日

から１１ 月４日ま での２ 週間、 公告 ・縦覧を 行いまし たが、 意見
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書の提出 はござい ません でした 。  

 今後に つきまし ては、 本審議 会の 審議を経 た後に、 都市計 画変

更の告示 を行う予 定です 。  

 それで は、変更 の詳細 につき まし て、担当 よりご説 明させ てい

ただきま す。  

【議長】  お願い します 。  

【小林公 園緑地課 係長】  それ では 、府中都 市計画生 産緑地 地区

の個々の 地区につ きまし て、パ ソコ ンを使い ましてご 説明さ せて

いただき ます。前 方のス クリー ンを ご覧くだ さい。  

 スクリ ーンの図 面は、 お手元 の資 料の４ペ ージ以降 の計画 図と

同じもの を表示し ており ます。 計画 図の表示 は、右下 の凡例 をご

覧くださ い。緑の 縦じま 部分が 既に 指定され ている区 域、緑 の塗

りつぶし 部分が追 加する 区域、 赤の 塗りつぶ し部分が 削除す る区

域で、図 は上が北 となっ ており ます 。  

 初めに 、画面左 側、番 号３１ 、地 区名、紅 葉丘、府 中第二 中学

校の北西 側、浅間 山通り の東側 に位 置し、平 成２１年 １０月 ２９

日に、主 たる従事 者の故 障によ り買 取の申出 がなされ たもの で、

地区の一 部、約９ １０平 方メー トル を削除す るもので す。  

 続きま して、画 面右側 、番号 ５７ ２、地区 名、紅葉 丘、府 中第

二 中 学 校 の 北 側 、 浅 間 山 通 り の 東 側 に 位 置 し 、 地 区 の 全 部 、 約    

１，９２ ０平方メ ートル を追加 する ものです 。  

 続きま して、画 面左上 方、番 号２ ４８、地 区名、清 水が丘 、多

磨霊園駅 の北西側 、品川 街道の 南側 に位置し 、平成２ １年１ ０月   

２９日に 、主たる 従事者 の故障 によ り買取の 申出がな された もの

で、地区 の全部、 約７６ ０平方 メー トルを削 除するも のです 。  
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 続きま して、画 面下側 、番号 ５７ １、地区 名、小柳 町、府 中第

九中学校 の西側、京王線多 磨霊園 駅 の南側に 位置し、地区の全 部、

約１，０ ５０平方 メート ルを追 加す るもので す。  

 続きま して、画 面右側 、番号 ４９ 、地区名 、白糸台 、府中 第九

中 学 校 の 北 東 側 、 西 武 多 摩 川 線 沿 い に 位 置 し 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月   

２７日に 、主たる 従事者 の死亡 によ り買取の 申出がな された もの

で、地区 の一部 、約 ２，０ ６０平 方メ ートルを 削除する もので す。  

 続きま して、画 面右側 、番号 ８３ 、地区名 、白糸台 、警察 学校

の西側、 朝日保育 所の南 側に位 置し 、平成２ １年１２ 月２１ 日に

主たる従 事者の死 亡によ り買取 の申 出がなさ れたもの で、地 区の

一部、約 ９９０平 方メー トルを 削除 するもの です。  

 続きま して、画 面左側 、番号 ５３ ６、地区 名、紅葉 丘、既 指定

区域のた め緑の縦 じま線 で示さ れて いますが 、白糸台 小学校 の北

西側に位 置し、平 成２２ 年４月 ２７ 日に、主 たる従事 者の死 亡に

より買取 の申出が なされ 、平成 ２２ 年７月１ ４日にあ っせん が成

立し、面 積精査が 行われ 、面積 が約 ２，０９ ０平方メ ートル に変

更となっ たもので す。  

 続きま して、画 面中央 、番号 １１ ９、地区 名、押立 町、稲 城大

橋の北側 、押立体 育館の 南東側 に位 置し、平 成２１年 １２月 ２１

日に、主 たる従事 者の死 亡によ り買 取の申出 がなされ たもの で、

地区の一 部、約４ ２０平 方メー トル を削除す るもので す。  

 続きま して、画 面中央 、番号 ３１ ９、地区 名、南町 、サン トリ

ー武蔵野 ビール工 場の南 側、矢 崎小 学校の北 西側に位 置し、 平成

２１年１ １月２７ 日に、 主たる 従事 者の死亡 により買 取の申 出が

なされた もので、 地区の 一部、 約１ ，８６０ 平方メー トルを 削除
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するもの です。  

 続きま して、画 面中央 、番号 ３６ ４、地区 名、分梅 町、中 央自

動車道の 北側、府 中第三 中学校 の西 側に位置 し、地区 の一部 、約

７８０平 方メート ルを追 加する もの です。  

 続きま して、画 面中央 、番号 ４２ ４、地区 名、四谷 、四谷 文化

センター の南西側 に位置 し、平 成２ １年１２ 月２１日 に、主 たる

従事者の 死亡によ り買取 の申出 がな されたも ので、地 区の一 部、

約１，６ ４０平方 メート ルを削 除す るもので す。  

 続きま して、削 除部分 の右側 、番 号５７０ 、地区名 、四谷 、四

谷文化セ ンターの 南西側 に位置 し、 地区の一 部、約６ ４０平 方メ

ートルを 追加する もので す。  

 続きま して、画 面左側 、番号 ５７ ３、地区 名、日新 町、中 央自

動車道の 北側、日 本電気 株式会 社の 西側に位 置し、地 区の全 部、

約２，８ ９０平方 メート ルを追 加す るもので す。  

 続きま して 、追加部 分の左 下側 、番号４６ １、地区名 、日新 町、

中央自動 車道の北 側、日 本電気 株式 会社の西 側、日新 町公園 の北

東側に隣 接して位 置し、 地区の 一部 、約２０ 平方メー トルを 追加

するもの です。  

 続きま して、画 面右側 上方、 番号 ４９６、 地区名、 西府町 、西

府駅の北 西側、甲 州街道 の南側 に位 置し、平 成２１年 １２月 ２１

日に、主た る従事 者の死亡 により 、買 取の申出 がなされ たもの で、

地区の全 部、約５ １０平 方メー トル を削除す るもので す。  

 続きま して、番 号４７ ８、地 区名 、日新町 、中央自 動車道 国立

府 中 イ ン タ ー チ ェ ン ジ の 西 側 、 日 新 通 り の 南 側 に 位 置 し 、 平 成   

２２年１ 月２８日 に、主 たる従 事者 の死亡に より買取 の申出 がな
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されたも ので、地 区の全 部、約 ８４ ０平方メ ートルを 削除す るも

のです。  

 以上が 、府中都 市計画 生産緑 地地 区の変更 の説明と なりま す。  

 なお、 お手元の 封筒の 中にご ざい ます図面 は、都市 計画変 更に

必要な図 書、府中 都市計 画生産 緑地 地区総括 図でござ いまし て、

府中市全 域の地図 に生産 緑地の 区域 を示した ものにな ります 。  

 以上で ございま す。ご 審議を よろ しくお願 いいたし ます。  

【議長】  議案の 説明が 終わり まし た。  

 これよ り審議に 入りま すが、 ご質 問、ご意 見等を承 り、最 後に

採決とい う順序で 進めた いと思 いま すので、 よろしく お願い いた

します。  

【委員】  府中都 市計画 生産緑 地地 区の変更 について 、削除 の部

分につい ては、こ れは主 たる従 事者 の死亡に よる相続 税支払 いに

絡む市へ の買取申 出とい うこと でご ざいまし て、現在 の相続 税法

が変わら ない限り 、これ からも 起こ る問題で あると思 います 。で

きるだけ 府中市が 買い取 るのが 理想 でござい ますので 、今回、９，

９９０平 方メート ルとい うこと で、 大変大き な土地で ござい ます

が、よろ しくお願 いした いと思 いま す。  

 また、 追加につ いては ７，３ ００ 平方メー トルとい うこと で、

今、府中 市で農地 面積を 減らさ ない ためにと れる有効 な手段 の一

つであり ますし、 これ以 外には なか なか見当 たらない のかな とい

うところ でござい ます。 なぜな ら、 この追加 の許認可 権限は 国で

もなくて 、また都 でもな く、府 中市 にあると いうこと が、一 つ大

きな要点 であると 思いま す。昨 年ま では計画 課で、現 在は公 園緑

地課に移 りました が、今 回の追 加申 請の土地 について は７， ３０
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０平方メ ートル、 農業委 員会で も適 正に管理 されてい る農地 とい

うことで 、すべて が認可 され、 大変 ありがた く思って いると ころ

でござい ます。  

 また、 今回、こ の都市 計画審 議会 のメンバ ーでござ います 農業

委員会の 会長の○ ○さん から、 本日 、東京都 農業会議 の定例 常任

委員会と いうこと で欠席 をされ てい ますが、 ○○会長 からも 一言

申し添え ていただ きたい という こと で預かっ ておりま すので 、お

許しをい ただきな がら、 お伝え をさ せていた だければ と思い ます

が、よろ しいでし ょうか 。  

【議長】  どうぞ 。  

【委員】  ○○会 長より 意見と して 、昨年度 、追加申 請をし たも

のの、も ろもろの 条件で 指定で きな かった市 街地農地 がござ いま

す。これ に関して 、○○ 会長と して 、府中市 は平成１ ７年に 「５

０年先に も農地、 農業を 残す」 とい う大きな 目標を掲 げて、 府中

市農業振 興計画を 策定い たしま した 。しかし 、農地の 減少に はな

かなか歯 どめがか かりま せん。 今、 行われて いる追加 申請は 、私

から述べ たとおり 、農地 が残る 有効 な手段で ございま す。農 家自

身が将来 にわたっ て農業 を続け たい と、市街 化農地を わざわ ざ転

用ができ なくなる 生産緑 地にと 申し 出ている 土地につ いては 、優

良な農地 が一つ確 実に確 保でき るこ とであり 、府中市 の方針 とも

合致する と考えて います 。  

 また 、平成 ２１年度 に策定 した「 府中市緑 の基本計 画２０ ０９」

の中にも 緑被率の 向上が 提唱さ れ、 積極的な 生産緑地 の追加 指定

が盛り込 まれてお ります 。市民 のま ちづくり の案の中 にも、 環境

や防災面 等で農地 のある まちを 望ん でおられ ます。  
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 生産緑 地の追加 につい ては、 制度 の弾力的 な運用を お願い し、

今後は積 極的に追 加指定 をして いた だきたい と思って おりま すと

いうこと でござい ますの で、こ れを 申し添え ながら、 本件に つい

ては、異 議なく賛 成をさ せてい ただ きたいと 思います 。よろ しく

お願いし ます。  

【議長】  どうも ありが とうご ざい ます。  

 ほかに ご意見、 ご質問 等ござ いま すでしょ うか。  

 なけれ ば、ご了 承とい うこと でよ ろしいで しょうか 。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 それでは 、次に移 らせて いた

だきます 。  

 第２号 議案、府 中都市 計画公 園第 ２・２・ １６号西 原町公 園の

変更を議 題とした いと思 います ので 、議案の 説明をお 願いい たし

ます。  

【古川公 園緑地課 課長補 佐】  それ では、た だいま議 題とな りま

した府中 都市計画 公園第 ２・２ ・１ ６号西原 町公園の 変更に つき

まして、 ご説明い たしま す。  

 お手元 にござい ます資 料の３ ペー ジをご覧 ください 。  

 本件は 、東京都 で都市 計画決 定し 、整備す る府中都 市計画 道路

３・２・ ２の２号 東京八 王子線 の計 画幅員の 変更に伴 い、本 市で

都市計画 決定する 府中都 市計画 公園 第２・２ ・１６号 西原町 公園

の区域が 一部重複 するこ とから、都 市計画の 整合を図 るとと もに、

都市計画 公園の機 能充実 を図る ため 、変更す るもので す。  

 本件に おきまし ては、「府 中都市 計 画公園第 ２・２・１６ 号西原

町公園の 変更に係 る原案 」とし て、 平成２１ 年８月４ 日の本 審議
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会でご審 議をいた だき、 本年５ 月１ ３日には 、都市計 画変更 に向

けた経過 報告をさ せてい ただい てお ります。  

 なお、 本件の都 市計画 変更に つき ましては 、都市計 画法第 １９

条に基づ き、本年 ４月９日 付で東 京 都知事の 同意を得 ており ます。 

 また、 都市計画 法第１ ７条の 規定 に基づき 、本年１ ０月１ ２日

から１０ 月２６日 までの ２週間 、公 告・縦覧を行い 、縦 覧者１名 、

意見書の 提出はご ざいま せんで した 。  

 今後に つきまし ては、 本審議 会の 審議を経 た後に、 都市計 画変

更の告示 を行う予 定です 。  

 それで は、変更 の詳細 につき まし て、担当 よりご説 明させ てい

ただきま す。  

【議長】  お願い します 。  

【小林公 園緑地課 係長】  それ では 、資料の １ページ をご覧 くだ

さい。府 中都市計 画公園 の変更 計画 書でござ います。  

 府中都 市計画公 園中第 ２・２ ・１ ６号西原 町公園を 次のと おり

変更いた します。  

 都市計 画公園の 種別は 、街区 公園 でござい ます。  

 名称は 、第２・ ２・１ ６号西 原町 公園、位 置は、府 中市西 原町

三丁目地 内、面積 は、約 ０．１ ４ヘ クタール 、備考は 、公園 内の

施設等を 示してお りまし て、「園路 、広場、休養 施設、植 樹帯」で

ございま す。  

 区域に つきまし ては、 計画図 表示 のとおり でござい まして 、後

ほど計画 図でご説 明させ ていた だき ます。  

 変更の 理由は 、公園 の機能の 充実 を図り、府中都 市計画 道路３・

２・２の ２号東京 八王子 線の計 画と の整合を 検討した 結果、 公園
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の区域を 変更する もので ござい ます 。  

 ２ペー ジをご覧 くださ い。新 旧対 照表とい たしまし て、種 別、

名称、位 置、面積 まで変 更はご ざい ません。 備考は、 区域及 び面

積の変更 を記載し ており ます。  

 続きま して、変 更概要 といた しま して、最 初に名称 でござ いま

すが、第 ２・２・ １６号 西原町 公園 、変更事 項といた しまし て、

１の区域 の変更は 、計画 図表示 のと おりでご ざいます 。２の 面積

の変更は 、約０． １４ヘ クター ルか ら約０． １４ヘク タール で変

更はござ いません が、小数 点以下 第 ３位まで の詳細を 括弧書 きで、

約０．１ ３６ヘク タール から約 ０． １３８ヘ クタール と記載 して

おります 。  

 続きま して、資 料３ペ ージを ご覧 ください 。府中都 市計画 公園

計画図で ございま す。パ ソコン を使 いまして ご説明い たしま すの

で、前方 のスクリ ーンを ご覧く ださ い。  

 本図面 は、上方 向が北 になり ます 。  

 左下に 凡例がご ざいま す。緑 色の 線で囲わ れた部分 が、こ のた

び変更を 含めまし た西原 町公園 の計 画変更決 定区域を 示して おり

ます。赤 色の部分 が、今 回追加 する 区域、黄 色部分が 、今回 削除

する区域 を示して おりま す。  

 追加す る区域は 、現在、植樹帯 とし て本市が 管理して いる区 域、

約１００ 平方メー トルを 追加い たし ます。  

 削除す る区域は 、都市 計画道 路３ ・２・２ の２号の 計画幅 員の

変更に伴 い道路用 地とな る区域 、約 ８０平方 メートル を削除 いた

します。  

 これら の追加、 削除に より、 公園 区域約０ ．１３６ ヘクタ ール
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を約０． １３８ヘ クター ルに変 更す るもので ございま す。  

 以上が 、府中都 市計画 公園第 ２・ ２・１６ 号西原町 公園の 変更

の説明と なります 。  

 なお、 お手元の 封筒の 中にご ざい ます図面 は、都市 計画変 更に

必要な図 書、「府中都 市計画 公園総 括 図」でござい まして、府中市

全域の地 図に本公 園の区 域を示 した ものにな ります。  

 以上で ございま す。よ ろしく ご審 議をお願 いいたし ます。  

【議長】  議案の 説明が 終わり まし た。  

 審議に 入りたい と思い ますが 、ご 質問等ご ざいまし たら、 どう

ぞ。○○ 委員。  

【委員】  ただい まご説 明をい ただ きまして 、ありが とうご ざい

ました。  

 今回追 加箇所は 、前に自 治会館 が あったと ころで、実質的に は、

今、植樹 したりし ている ところ でも あるので 、ある意 味、今 まで

ここが公 園用途に なって いなか った ことが、 ようやく ここで 公園

用地とし てなった という ことは 、地 域の人た ちも、そ れ自体 はよ

かったか なと思っ ている ところ です 。  

 削除地 域に関し ては、こ の道路 自 体の点で は、やは り地元の 方々

のいろい ろな声は 確かに ありま すけ れども、 ただ、東 京都が とろ

うとして いる安全 という 意味で 、拡 幅という のは、説 明が前 から

ありまし たけれど も、そ れに合 わせ る形でと いうこと で、今 後、

この道路 計画自体 が安全 性を確 保で きるよう に、また 円滑に 、こ

のまちづ くりにも 大きく かかわ って くるとこ ろでしょ うから 、そ

このとこ ろをご配 慮をい ただき なが らやって いただけ ればと 思っ

ておりま す。東京 都と今 後話し 合う 際にも、 そこのと ころは 十分
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留意して お話をし ていた だけれ ばと 思います 。  

 本案件 について は、了 承とい たし たいと思 います。  

【議長】  わかり ました 。  

 ほかに はご意見 等ござ いませ んで しょうか 。  

 なけれ ば、第２ 号議案 につき まし て、原案 どおり決 するこ とで

よろしい でしょう か。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  どうも ありが とうご ざい ます。  

 次に移 りたいと 思いま す。日 程第 ３その他 に入りま すが、 事務

局から何 かござい ますか 。  

【楠本計 画課課長 補佐】  日程 第３ その他と いたしま して、 事務

局からは 、生産緑 地地区 の変更 予定 について 、次回の 日程に つい

ての２点 がござい ます。 それで は、 順次、担 当よりご 説明い たし

ます。  

【議長】  お願い します 。  

【小林公 園緑地課 係長】  今後 、生 産緑地地 区の削除 変更が 予定

されてい るものに つきま して、 本日 、お手元 にお配り してお りま

す、右上 に資料１ と入っ ており ます 「府中都 市計画生 産緑地 地区

の変更（ 削除 ）予定 について 」に より ご報告さ せていた だきま す。  

 １ペー ジをご覧 くださ い。右 下に 凡例がご ざいます が、黒 丸で

お示しし てござい ます部 分が、 生産 緑地法第 １０条の 規定に 基づ

く買取の 申出の手 続があ り、現 在、 生産緑地 として制 限が解 除さ

れている 地区でご ざいま す。  

 初めに 、白糸台 地区、 場所は 、府 中第二中 学校の南 側、多 磨霊

園南参道 の西側に 位置し た地区 でご ざいます 。  
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 続きま して、２ ページ をご覧 くだ さい。新 町地区、 １地区 目の

場所は、 東八道路 の南側 、府中 第五 中学校の 北西側に 位置し 、２

地区目の 場所は、 １地区 目から 東八 道路を挟 んで北側 に位置 した

地区でご ざいます 。  

 ３ペー ジをご覧 くださ い。是 政地 区、場所 は、府中街 道の北側 、

東京競馬 場の南側 に位置 した地 区で ございま す。  

 最後に ４ページ をご覧 くださ い。 矢崎町地 区、場所 は、矢 崎小

学校の東 側、郷土 の森公 園の北 側に 位置した 地区でご ざいま す。  

 これら の生産緑 地地区 につき まし ては、都 市計画の 削除変 更と

して、平 成２３年 度５月 開催予 定の 本審議会 に付議す る予定 でご

ざいます 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  以上の 説明が ござい まし たけれど も、次の 日程に つい

てはどう ですか。 よろし くお願 いし ます。  

【楠本計 画課課長 補佐】  最後 に２ 点目とい たしまし て、次 回の

日程につ いてご説 明いた します 。  

 次回の 日程でご ざいま すが、 現在 、進行し ておりま す案件 の進

捗状況に よりまし て、改 めて事 務局 からご連 絡いたし ます。  

 以上で す。  

【議長】  わかり ました 。  

 ほかに 委員の皆 様方か ら、何 かご 意見等。 ○○委員 。  

【委員】  日程第 ３の２ ページ の新 町地区の 北側の生 産緑地 の削

除予定地 のことで お伺い します 。  

 小金井 の地主さ んかな と思う ので すが、削 除の範囲 がどの ぐら

いかとい うことと 、この 後の利 用に ついて、 何らかの 相談が 、計
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画がされ ているか どうか 、お尋 ねし ます。  

【議長】  今のご 質問に つきま して 、回答を お願いし ます。  

【楠本計 画課課長 補佐】  現在 、そ ちらにつ きまして は、都 市計

画法の開 発行為を かけて まいり たい というこ とで、窓 口の方 に相

談に参ら れており ます。  

 以上で す。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  広さは 、わか らなか った らわから ないで。 地元の ほう

では、何 か商業施 設が来 るとい うの もうわさ になって いるの です

けれども 、ここで はない のでし ょう か。  

【議長】  お願い します 。  

【楠本計 画課課長 補佐】  商業 施設 の方は、 その道を 挟んで 西側

のほうで ございま す。都 市計画 道路 が入って おります ところ が商

業施設と いうこと で協議 をさせ てい ただいて おります 。  

 以上で す。  

【委員】  わかり ました 。そこ と一 体かなと 思ってお 聞きし たの

ですけれ ども、で は、今 のここ の審 議、ただ 都計線が あるの で、

一応お尋 ねします けれど も、そ の地 区という のは生産 緑地で はな

いのでし ょうか。  

【青木計 画課長】  ご質 問の場 所の 確認です が、いち ょう通 りを

突き当た った場所 になり ます。 当該 地は、既 に生産緑 地の解 除を

しており ます。  

 以上で す。  

【委員】  わかり ました 。そこ とは 一体では ないとい うこと で確

認いたし ました。  
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【議長】  ほかに はござ いませ んか 。よろし いですか 。  

 それで は、あり がとう ござい まし た。  

 以上で ございま す。  

午後２時 ３２分  閉会  
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以上、会 議のてん 末を記 載して その 相違ない ことを証 するた め、

ここに署 名する。  

 

 

議   長    ○   ○   ○   ○  

 

 

委   員    ○   ○   ○   ○  

 

 

委   員    ○   ○   ○   ○  

 


